
議第３５号 呉市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 改正の趣旨 

  健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第４００号）及び

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関

する法律施行令等の一部を改正する政令（平成２８年政令第２２６号）により，

国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）の一部が改正されたことに

伴い，所要の規定の整備を行うものです。 

 

２ 改正の内容 

(1) 国民健康保険料における金融所得課税の見直しに伴う規定の整備 

地方税法等の一部を改正する法律(平成２５年法律第３号)の施行により，特

定公社債等の利子所得及び譲渡所得等が申告分離課税とされるとともに，上場

株式等の配当所得等との損益通算が可能となりました。また，株式等の譲渡所

得等の分離課税について「特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等」と

「一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等」に区分されたことに伴い，

これらを引き続き国民健康保険料の所得割額の算定及び同保険料の軽減判定に

用いる総所得金額等に含めるよう規定を整備します。 

   なお，当該算定等に係る適用については，平成２９年度以後の年度分の保険

料からとなります。 

 

(2) 国民健康保険料における特例適用利子等及び特例適用配当等に係る規定の

 整備 

所得税法等の一部を改正する法律(平成２８年法律第１５号)による改正後の

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）の施行に伴い，市民税で分離課税される特例適

用利子等の額及び特例適用配当等の額を，国民健康保険料の所得割額の算定及

び同保険料の軽減判定に用いる総所得金額等に含めるよう規定を整備します。 

   なお，当該算定等に係る適用については，平成３０年度以後の年度分の保険

料からとなります。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

４ 新旧対照表 
現 行 改正案 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算

定） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算

定） 

第９条 前条の所得割額は，一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の

第９条 前条の所得割額は，一般被保険者に係る

賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の

２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の



金額（同法附則第３３条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得の金額      

                     

                    ，

同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第

３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３

５条第１項，第３５条の２第１項又は第３６条

の規定に該当する 場合には，これらの規定の

適用により同法第３１条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額），地方税法附則第３５条第５項に規定する

短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条

の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，

第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第

３５条第１項又は第３６条の規定に該当する 

場合には，これらの規定の適用により同法第３

２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額），地方税法附則

第３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲

渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第

１１項若しくは第１５項又は第３５条の３第１

１項                   

                     

                     

                の規定の適

用がある場合には，その適用後の金額），同法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の

２第７項の規定の適用がある場合には，その適

用後の金額）               

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

       ，租税条約等の実施に伴う所得

税法，法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。第１５条の３

において「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用

配当等の額をいう。以下この条において同

じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第

２項の規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に，第１１条の所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

２（略） 

金額（同法附則第３３条の２第５項に規定する

上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則

第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定

の適用がある場合には，その適用後の金額），

同法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

に係る事業所得等の金額，同法附則第３４条第

４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の

４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第

３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第３

５条第１項，第３５条の２第１項又は第３６条

の規定の適用がある場合には，これらの規定の

適用により同法第３１条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額），地方税法附則第３５条第５項に規定する

短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条

の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，

第３４条の２第１項，第３４条の３第１項，第

３５条第１項又は第３６条の規定の適用がある

場合には，これらの規定の適用により同法第３

２条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額），地方税法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第

１５項の規定の適用がある場合には，その適用

後の金額），同法附則第３５条の２の２第５項

に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第３５条の２の６第１５項又は第３

５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適

用がある場合には，その適用後の金額），同法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の

２第７項の規定の適用がある場合には ,その適

用後の金額） ,外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項

(同法第１２条第５項及び第１６条第２項にお

いて準用する場合を含む。第１５条の３第１項

第１号において同じ。 )に規定する特例適用利

子等の額，同法第８条第４項（同法第１２条第

６項及び第１６条第３項において準用する場合

を含む。同号において同じ。）に規定する特例

適用配当等の額，租税条約等の実施に伴う所得

税法，法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。第１５条の３

において「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用

配当等の額をいう。以下この条において同

じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第

２項の規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に，第１１条の所

得割の保険料率を乗じて算定する。 

２（略） 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第１５条の３ 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額

は，第８条又は第１１条の２の基礎賦課額か

ら，それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額（当該減額して得た額が５４万円を超える

第１５条の３ 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額

は，第８条又は第１１条の２の基礎賦課額か

ら，それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額（当該減額して得た額が５４万円を超える



場合には，５４万円）とする。 場合には，５４万円）とする。 

(1) 世帯主，当該年度の保険料賦課期日（賦課 

期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在においてそ

の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所

属者につき算定した地方税法第３１４条の２

第１項に規定する総所得金額（青色専従者給

与額又は事業専従者控除額については，同法

第３１３条第３項，第４項又は第５項の規定

を適用せず，所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第５７条第１項，第３項又は第４項の

規定の例によらないものとし，山林所得金額

並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得の金額   

                    

                    

      ，同法附則第３３条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額，

同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

所得の金額，同法附則第３５条第５項に規定

する短期譲渡所得の金額，同法附則第３５条

の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１

項若しくは第１５項又は第３５条の３第１１

項                   

                    

                    

                  の規

定の適用がある場合には，その適用後の金

額），同法附則第３５条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則

第３５条の４の２第７項の規定の適用がある

場合には，その適用後の金額）      

                           

                                

                           

                         ，租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定

する条約適用配当等の額をいう。以下この項

において同じ。）の算定についても同様とす

る。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他

の所得と区分して計算される所得の金額の合

算額が，地方税法第３１４条の２第２項に掲

げる金額を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ （略） 

(1) 世帯主，当該年度の保険料賦課期日（賦課 

期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

   はその発生した日とする。）現在においてそ

   の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所

   属者につき算定した地方税法第３１４条の２

   第１項に規定する総所得金額（青色専従者給

   与額又は事業専従者控除額については，同法

   第３１３条第３項，第４項又は第５項の規定

   を適用せず，所得税法（昭和４０年法律第３

   ３号）第５７条第１項，第３項又は第４項の

   規定の例によらないものとし，山林所得金額

   並びに他の所得と区分して計算される所得の

   金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規

   定する上場株式等に係る配当所得等の金額 

（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第

   １５項の規定の適用がある場合には，その適

   用後の金額），同法附則第３３条の３第５項

   に規定する土地等に係る事業所得等の金額，

   同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

   所得の金額，同法附則第３５条第５項に規定

   する短期譲渡所得の金額，同法附則第３５条

   の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

   所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５

   項の規定の適用がある場合には，その適用後

   の金額），同法附則第３５条の２の２第５項

   に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

   額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は

  第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規

  定の適用がある場合には，その適用後の金 

額），同法附則第３５条の４第４項に規定す

   る先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則

   第３５条の４の２第７項の規定の適用がある

   場合には，その適用後の金額），外国居住者

   等の所得に対する相互主義による所得税等の

   非課税等に関する法律第８条第２項に規定す

   る特例適用利子等の額，同法第８条第４項に

   規定する特例適用配当等の額，租税条約等実

   施特例法第３条の２の２第１０項に規定する

   条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定

   する条約適用配当等の額をいう。以下この項

   において同じ。）の算定についても同様とす

   る。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他

   の所得と区分して計算される所得の金額の合

   算額が，地方税法第３１４条の２第２項に掲

   げる金額を超えない世帯に係る保険料の納付

   義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて

得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ （略） 

(2) ・(3)  （略） (2) ・(3)  （略）  

２～４ （略） ２～４ （略） 

 


